
横浜市訪問介護連絡協議会 令和元年度 第５回幹事会 

場所 横浜市社会福祉センター（桜木町）８階 ８F 会議室 

日時 令和元年 11 月 19 日（火）18：30～19：40 

議題 （1） 資格取得支援事業について  

（2） アンケートの進捗について（細川） 

（3） 1 月の研修について（新井） 

（4） 広報委員会より（奥村） 

（5） 各区例会日程等（事務局） 

（6） 離職防止研修について 

（7） その他 

出席者 

（敬称略） 

＜横浜市＞健康福祉局高齢在宅支援課 係長 早川様、志澤様 

＜役員＞佐藤・細川・新井・澤田・正木・奥村・笠原・芳原・浅田・水梨 

＜各区代表・幹事＞（事業所名略）鶴見区：本間 西区：神﨑 神奈川区：五十嵐 

中区：岩本 港南区：北村 栄区：福田 金沢区：山口 保土ヶ谷区：陸  

瀬谷区:高瀬、永原 旭区：山内 港北区：菅原 緑区：齋藤、齋藤、都筑区：青柳 

青葉区：大平 

欠席区：泉区 

 

報告事項 （1）資格取得支援事業について 

 （横浜市より） 

 ・現在判明している各養成機関の市内受講者数合計は 606 名となっている。 

 ・現在、3 人が既に申請済みであり、12 月末まで様子を見る。研修の修了の中に 

 ・この支援事業を知らない人がいると思われるので、知らせるようにする。 

  －次のような意見が出された― 

 ・研修中の人に再度連絡したほうが良い。 

 ・80 時間の就業は、スケジュールから厳しい。 

（2） アンケートの進捗について（細川） 

 ・11 月実施予定であったが、他のアンケートもあり、時期について調整中である。 

（3） 1 月の研修について（新井） 

 ・令和 2 年 1 月 23 日（木）13：30～16：30（受付 13：00～） 

  フォーラム南太田 において 

 ・「伸びるサ責」になるための５つのカギと１５の視点より、座学（グループワークを取

り入れる。） 

 ・受講者名簿、経験年数などを、各区で取りまとめ、事務局に連絡することとする。 

 ・「サービス責任者 業務支援ハンドブック」を出席者には配布する。 

 ・研修終了後、幹事会を予定している。 

（4） 広報委員会より報告（奥村） 

 ・ホームページについては、佐藤代表、細川副代表と打合わせを行なった。11/24 に 

  カナミックと打合せを行なう予定。 

 ・各区の活動報告を事務局あてに提出することとなる。各区のサイズは名刺ぐらいと 

  なり、文字数、形式等は追って連絡することとする。 

 



（5）各区例会日程（各区幹事） 

  鶴見区：11/20 幹事会 

  神奈川区：2/20 合同研修会 内容打合せ中  

  西区：11/20 幹事会 12/11 ケアマネとの合同研修会（生活支援について） 

  中区：11/20 全体研修会（孤独氏について） 

  南区：12/12 幹事会 

  保土ヶ谷区：11/13 研修会（パーキンソン病）11/20 幹事会 

  旭区：12/11 キューピー(株との研修会（介護食） 

  瀬谷区：12/12 ケアマネとの交流会 12/18 定例会 2,3 月に精神疾患の研修会 

  戸塚区：11/21 研修（福祉用具） 12/19 キューピーと共に研修会（嚥下） 

      1/24 研修会（セクハラ、パワハラ）2 月 研修会（介護技術） 

  港南区：12 月 研修会（移乗） 年明：研修会（食事療法が必要な人のための食事） 

  金沢区：11/27 研修会（働き方改革） 12 月 研修会（災害発生時） 

  磯子区：11/20 研修会（災害時の対応） 

  栄区：11/15 定例会 12/7 研修会（多職種連携） 今後、災害時の研修を予定 

  港北区：今期定例会を 2 回、認知症サポート養成講座を行なう。 

  青葉区：9,10 月に訪問リハビリの先生から、自分の身体をリラックスさせる方法を 

      学んだ。毎月 幹事会 2 月 研修会（認知症） 

  都筑区：11/12 定例会 11/19 研修会（多職種連携）11/21 研修会（薬について） 

  緑区：11/28 研修会（福祉用具、おむつ） ケアマネとの交流会も予定 

（6） 離職防止研修 

  横浜市が予算を組んでおり、今までにない研修内容となる予定。リクルート社と 

  神奈川福祉サービス振興会が実施の候補となっている。 

  ・訪問介護にも知らせてほしいとの依頼があり、チラシ、申込書を配布する。 

（7） その他 

  次の意見が出された。 

 ・年末年始 訪問入浴が休みのため、ヘルパーにおむつ交換の依頼がくる。 

 ・年末年始の対応の場合、ヘルパーの手当は事業所の持出となってしまう。 

 ・災害時、稼働できない事業所の利用者を、急に受け入れる場合は、契約なしで対応 

  できるようにしてほしい。 

 

配布先 上記出席者及び欠席区幹事 

次回開催日 
令和元年度 第６回幹事会は 12 月 17 日（火）18：30～ 

横浜市健康福祉総合センター  8 階 8A 会議室 

 

 


